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校長 足立 克枝

教育目標：頭をきたえ 心をみがき 体をきたえる 生徒の育成

1学期 生徒の活躍、続々と！

第46回「全国中学生水の作文コンクール」沖縄県審査 優秀賞！ 中央審査への推薦獲得！

平成26年７月に施行された水循環基本法第10条において、国民の間に広く健全な水循環の重要
性についての理解と関心を深めるようにするため、「水の日」が８月１日と定められました。これに因ん
で、 政府により、次代を担う中学生を対象に、水について理解を深め、考える機会とする「全日本中
学生水の作文コンクール」が実施されました。

３年 大野こまち 「水が大好きだ」、 後浜 虹春 「『節水』についてどう考える」

第４４回 沖縄県中学校夏季陸上競技大会 九州大会派遣へ！

１年女子800ｍ 1位 知念 杏珠 、 1年男子1,500ｍ 2位 平安名 洋羽

第６４回 沖縄県中学校体操・新体操競技大会 九州大会派遣へ！

フープ1位、リボン1位、個人総合1位 ３年 大畑 凜佳

南城市海外短期留学へ出発！

本校から5人の生徒が南城市海外短期留
学事業の選考試験に合格し、アメリカへの派
遣が決定しました！
7月11日から２１日間の派遣となります。
校長の私も学生時代に１年間のアメリカ留
学を経験し、その経験が今へと繋がっていま
す。
あの頃はアメリカ滞在期間中に昭和から平
成へと時代が変わり、当時はインターネットは
無かったので、3日ほど遅れて日本から郵送
される新聞を読むために毎日図書館へ通って
いました。
あの頃は新聞やTVのニュースでしか日本
の様子がわからなかったので、遠い母国の出
来事がいつも気になっていました。
因みに、日本に帰ってきたら「消費税３％」が
導入されていて、財布の中に１円玉が増えた
のを覚えています。
留学に興味のある生徒はぜひ情報収集を
して自分のビジョンを思い描き、実現へと繋げ
て欲しいと思います。

３年 銘苅 桃合 古木 愛乃
２年 末吉 希彩 染谷 友彩

眞榮城 ひな子

アイデアが採用されました！
玉城青少年の家活動プログラム

「隠れなんじぃビンゴ」

発案者：３年生（発案当時２年生）

金城 梨世 与那国 由衣
仲地 宗冬 玉城 蒼空 飛梅 響輝

５人が２年生だった令和５年度、総合学習で取
り組んだ企業ミッション型PBL（Project Based 
Learning課題解決型学習）で、この５人の皆さ
んは玉城青少年の家の新館プログラム開発に取
り組みました。
５人のアイデアは施設の所在地である南城市

の地域性を活用できるばかりか南城市のアピー
ルにもつなげられる画期的な発案であるというこ
とで採用されました。

5人の名前は「玉城青少年の家のHP」、「プロ
グラム概要説明書」、及び「引率者用概要説明
シート」に発案者として記載されています。
リニューアルオープンした玉城青少年の家で

多くの方々が新プログラム「隠れなんじぃビンゴ」
を楽しんでいるそうです。



もうすぐ夏休み！
～有意義な夏休みを過ごすために保護者へのお願い～

毎日のように熱中症アラームが発表されるこの頃ですが、夏休みは 家で過ごす時間が
長くなるので、涼しい環境で好きなことや読書、家庭学習に取り組む絶好の機会です。

本校では学校で使用しているPC端末をご家庭に持ち帰っていただき、家庭学習に活用してもらおう
と考えています。
令和の時代を生きる子どもたちにとって、PC端末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムであり、今や、
仕事でも家庭でも、社会のあらゆる場所でICTの活用が日常のものとなっています。
夏季休業中は自宅学習でPC端末を活用することにより、興味・関心のある分野の学習を深めたり、
苦手分野の学習を補うことができるため、一人一人のニーズに応じた学習を充実させることができま
す。
しかし、使い方を誤ると生活リズムが乱れたり昼夜逆転などが懸念されます。
どうか、各ご家庭でPC端末の利用について約束事を設けるなど、親子で正しい使い方について話し
合っていただきたいと思います。
保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

【PC端末持ち帰りの留意事項】
（１）端末を扱う際のルール
①端末の設定・アカウント（ID）・パスワードを変更しない。
（第３者に端末を貸さない。第３者にID・パスワードを教えない。）
②使用時間を守る。（親子で決める）
③不適切なサイトにアクセスしない。（アクセス履歴がレポートされます）
④丁寧・適切に取り扱うこと。

（２）健康面への配慮
①生活リズムが崩れるような使用はしない。（昼夜逆転にならないように）
② 長時間にわたって継続して画面を見ないよう、適宜画面から目を離して目を
休めること。

（３）個人情報の扱い方
①本人の許可を得ることなく写真を撮ったり、録音・録画したりしない。
②他人を傷つけたり、嫌な思いをさせることをネット上に書き込まない。
※生徒全員に「SOSカード」を配布します。
誹謗中傷などを受けた場合はカード上のQRコードから報告してください。

（４）故障、破損、紛失、盗難等のトラブルが起きた場合
①故障の場合は勝手に修理せず、速やかに学校に届け出ること。
②破損や紛失の場合も速やかに学校に届け出ること。
③盗難の場合は警察に届けを行い、証明を受けること。

※PC端末は２学期始業式の日に学校へ返却してください。

学校でも事前に指導します。

三者面談でPC端末の持ち帰りについて保護者の同意書を確認しますので、ご理解とご協力を
よろしくお願いします。

水難事故に注意を！次のことについてご家庭でも確認をお願いします。

○子どもだけで海水浴に行かない。（出かける際は行き先の確認を）

○遊泳禁止区域には立ち入らない。（危険回避）

○橋など高所からの飛び込みをしない。（安全第一）


